
☆☆☆不　動　産　売　却　の　流　れ☆☆☆
下記内容は条件により変わりますので、すべてについて同様ではありませんので詳しくは担当者とご相談ください。

物件査定 ①売却意思の確認 ②ご契約

③販売開始

⑥ご決済

★査定金額の提示
★買取金額の提示

〇売却の意思表示。
〇媒介契約の締結。
〇売出し価格の決定。
〇一般販売か下取りか
　決めていただきます。

※ご契約後、買主様の住宅ローンの
承認が得られない場合は白紙解約となり、
お預かりした手付金等は返却しなければ
なりません。

約2週間～3週間

約1ヶ月～6ヶ月

♪♪♪必要なもの♪♪♪
①売却意思の確認　→　　→　□身分証明書　　□認印

②⑤ご契約　→　→　→　→　□身分証明書　　□ご実印　　□認印　　□公課証明書
　　　　　　　　　　　　　　□契約書貼付印紙代（10000円～）　　
　　　　　　　　　　　　　　□権利書
　　　　　　　　　　　　　　□手付金を受領していただきます（領収書はこちらでご用意します）

⑥ご決済　　→　→　→　→　□身分証明書　　□ご実印　　□売買契約書　　
　　　　　　　　　　　　　　□権利書　　□印鑑証明書　　□諸費用（明細を作成します）
　　　　　　　　　　　　　　□残代金受領お通帳＋銀行印

※ご決済時に司法書士が立ち合い、本人確認、書類確認、売買代金の授受等を確認のうえ、法務局へ
　登記申請を行います。

※原則、売却されるお家には下記の設備は撤去していただく必要があります。
別途設備：表札、照明器具、下駄箱、冷暖房設備、家具、カーテン、カーペット、
　　　　　電話ネット配線など

〇残代金の受領
〇登記書類等のお渡し。
〇諸費用のお支払い。
〇物件のお引渡し。

(株)ゴリラホーム担当：増田

〇室内の確認。
〇重要事項等の確認。
〇登記情報等の確認。

★下取りの場合

〇原則、現状のままで
　お引渡し可能です。
〇室内動産をどうするのか、
　その他諸条件を確認。
〇売主様の瑕疵担保責任は
　免責されます。
〇ご契約時に手付金を受領
　していただきます。

約1ヶ月～
　　　2ヶ月

★一般販売の場合

〇ゴリラホームが鍵をお預かりします。
〇お問合せ状況の様子を見ながら、
　販売価格の見直しをしていきます。

④内覧
〇内覧時はゴリラホームが
　必ず立ち合い、施錠等
　物件の管理を行います。
〇早期売却、高価売却の為に、
　室内を綺麗にしていただく
　必要があります。

⑤ご契約
〇原則、室内動産は撤去して
　いただきます。
〇その他諸条件を確認。
〇原則、売主様は設備に
　つきましては2ヶ月間瑕疵
　担保責任を負います。
〇ご契約時に手付金を受領
　していただきます。

★購入希望者が現れた場合 。


